
医療機関 
○MERSに感染した疑いのある患者（届出基準（４）参照）を診察 

地方衛生研究所 
○ PCR検査実施 
 （配布された試薬（upEプライ
マー）を使用し、MERSコロナウイ
ルスの遺伝子領域（１カ所）の有
無を確認） 
 
 
 
 

国立感染症研究所 
○MERSコロナウイルスの確認検査の実施 
○厚生労働省（結核感染症課）・検体送付元
の地方衛生研究所へ報告 

厚生労働省 
○当該都道府県等へ
連絡 

厚生労働省 
○当該都道府県等への連絡・
調整 
○公表 

保健所 
○都道府県等へ報告・行政検査  
 実施の適否を判断 
 

○医療機関から患者検体を確保 
 し、地方衛生研究所へ搬入 

中東呼吸器症候群（MERS）疑い患者が発生した場合の標準的対応フロー  （別添１） 

都道府県等 厚生労働省 

平成26年7月25日現在 

都道府県等 
○保健所へ連絡 
○厚生労働省と連絡・調整 
○公表 

連絡・調整 

陽性 

情報提供・相談 

報告 情報提供 

検査を実施する場合 

検査実施が 
困難な場合 

都道府県等・保健所 
○厚生労働省へ報告 
○医療機関へ報告 
○疑似症患者の届出 
 を医療機関に依頼 

 
厚生労働省 

 

連絡・調整 

国立感染症研究所 
ウイルス第三部へ 
検体を送付 

陽性＝確定例 陰性 

陰性 

報告 

報告 

保健所 
○医療機関へ報告 

連絡・調整 

報告 


